
平成２５年１２月９日

農林水産委員会提出資料

（当日配付）

国の農林水産業・地域の活力創造プラン（案）について

農林政策課

平成２５年１２月３日に、政府が示した、今後の農林水産政策の指針となる「農林水産

業・地域の活力創造プラン（案）」は、別添のとおりである。
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(参考)県作成資料

１ 米政策の見直しについて
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【秋田県における状況】

    本県の水田（約127,000ha） の内訳は・・・

【米政策見直しの工程】

 

               

                

 

  主食用米   約78,000ha 
   

          ※うち経営所得安定対策加入 約４万件、73,000ha 

              米の直接支払交付金(15,000円/10a) 

                    本県への交付額  約100億円   

  

 米の転作 
  約15,000ha 
  ・飼料用米、米粉用米等  

   ・加工用米、備蓄米 

  全体の約４割が「転作」 

全体の約６割が「主食用」 

水田活用の直接支払交付金 

 （転作の助成金） 

 本県交付額  約100億円 

         H26年産以降、交付金単価半減の場合 

      本県への交付額の減少は、▲50億円 
                      (１ha当たり ▲7.5万円) 

H25 H26 H27 H28 H29 H30

米の生産調整
数量配分の廃止を判断
国が示す需給見通し等を参考に

農家が自分で生産量を判断

米の直接支払
　（岩盤対策）

１０ａ
15,000円

7,500円
に半減

廃止

米価変動補填 廃止

水田活用の直接支払
　（転作助成金）

拡充 （飼料用米など）

日本型直接支払 創設
（農地維持支払と資源向上支払の
　2種類の交付金で農地を保全）
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